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都市計画公園及び緑地の変更・廃止（素案）の説明会 

議事録（要旨） 

 

日  時：令和３年 11月９日（火） 

19時 00分ごろ～19時 50分ごろ 

場  所：寝屋川市立第四中学校 体育館 

参加者：４名（市出席者を除く。） 

説明者：寝屋川市２軸化事業本部、都市基盤整備部公園みどり課 

 

１ 説明 

本市が計画決定権限を有する都市計画公園及び緑地 26 箇所につ

いて、大阪府都市計画協会作成の「都市計画公園・緑地（市町村公園）

見直しの基本的な考え方」に基づき検討した結果、21 箇所を変更・廃

止候補とする素案をとりまとめた。 

以上のことに関して、資料に基づき説明を行った。 

２ 質疑応答等（要旨） 

説明の後、以下のとおり質疑応答等があった。 

質疑、意見等 市の回答、見解等 

都市計画公園の区域はどの範囲

か。 

資料の 17 ページ以降に各都市

計画公園等の計画区域や周辺状

況等の詳細を記しています。 

例えば、18 ページの大利公園で

すが、真ん中の赤で囲んだものが

計画区域で、その中の緑色の区域

が、現在、公園とし利用していただ

いている区域になります。 

上の表において、計画面積が

0.31ha、開設面積が 0.18ha 等

と表記させていただいており、廃
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止・変更候補の全ての都市計画公

園及び緑地についてお示ししてお

ります。 

19 ページ（松屋町公園）等、計

画区域内に全く緑色の部分がない

ところについては、計画決定したも

のの、全て未整備のもので、計画

面積 0.25ha、開設面積０ha で

す。 

打上公園について、計画廃止と

いうことは、今あるところはそのま

ま使えるということか。 

資料の 37 ページの打上公園に

ついて、赤枠の計画区域が廃止と

なるということで、緑で着色してい

る箇所が打上公園ですが、この公

園自体を廃止するというものでは

ありません。 

これは、他のすべての都市計画

公園・緑地においても同じです。 

開設済みの公園については、市

の方で維持・管理していくというこ

とか。 

その通りです。 

廃止区域について、市から売り

払われる部分もあるのか。 

廃止する区域については、ほと

んどが住宅や農地等の民有地にな

っています。 

一部、市が管理する部分もあり

ますが、売り払うといったことはあ

りません。 

「廃止」ということは、なくなると

いったイメージであるが、つまりは

「現状維持」ということか。 

これから公園を広げる、あるい

は新たに公園を整備するという計

画がありますが、その計画を廃止
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するもので、現在、利用されている

公園については、現状維持はもち

ろん、その質の向上に努めてまい

ります。 

令和６年度から固定資産税等が

あがるということで理解して良い

か。 

評価替えの時期（令和６年度）に

固定資産税等の見直しが行われる

ことを確認しております。 

今回の説明会は、何世帯にお知

らせしたのか。 

約 900件です。 

今回、４会場で御説明させてい

ただくもので、１会場当たりの案内

件数は、200件強です。 

固定資産税等の詳細について、

どの程度上がるのか。 

固定資産税等については、様々

な要素で決定されるものですの

で、担当部局への確認をお願いし

ます。 

都市計画の廃止ということは理

解するが、そもそも計画区域に入

っていることを知らない。 

都市計画は大変重要な計画であ

るので、計画区域内の土地や建物

を所有する際に、必ず、重要事項と

して、書面等により説明を受けるこ

ととなっております。 

生産緑地は、何も変わらないの

か。 

都市計画公園・緑地の廃止・変

更がなされても、生産緑地地区を

変更するということはございませ

ん。 

 


